
７．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護児童生徒）
①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト ⑤その他（SNSなど）

ア．入学前支
給を行ってい
る。

イ．入学前支
給を行ってい
ないが，現在
検討はしてい
る。

ウ．入学前支
給を行ってお
らず，現在検
討もしていな
い。

エ．その他
（内容を７．
（２）に記入
してくださ
い。）

ア．平成２８
年度（平成２
９年度新入学
分）以前

イ．平成２９
年度（平成３
０年度新入学
分）

ウ．平成３０
年度（平成３
１年度新入学
分）

エ．平成３１
年度（平成３
２年度新入学
分）以降

オ．未定 ア．入学前支
給を行ってい
る。

イ．入学前支
給を行ってい
ないが，現在
検討はしてい
る。

ウ．入学前支
給を行ってお
らず，現在検
討もしていな
い。

エ．その他
（内容を７．
（２）に記入
してくださ
い。）

ア．平成２８
年度（平成２
９年度新入学
分）以前

イ．平成２９
年度（平成３
０年度新入学
分）

ウ．平成３０
年度（平成３
１年度新入学
分）

エ．平成３１
年度（平成３
２年度新入学
分）以降

オ．未定
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佐賀県 佐賀市 教育部 学事課 学務係 0952-40-7358 gakuji@city.saga.lg.jp https://www.city.saga.lg.jp/main/179.html ○ ○ ○ ○

佐賀県 唐津市 教育委員会 学校支援課 0955-53-7138 gakkou-shien@city.karatsu.lg.jp http://www.city.karatsu.lg.jp/top.html ○ ○ ○ ○

佐賀県 鳥栖市 学校教育課 0942-85-3520 gakko@city.tosu.lg.jp http://www.city.tosu.lg.jp/ ○ ○ ○ ○

佐賀県 多久市 多久市教育委員会 学校教育課 0952-75-2227 gakkokyoiku01@city.taku.lg.jp http://www.city.taku.lg.jp ○ ○ ○ ○
平成３０年度の新入学児童生徒学用品費については、入学前
の４月５日に支給した。

佐賀県 伊万里市 伊万里市教育委員会 学校教育課 0955-23-3185 gakkoukyouiku@city.imari.lg.jp http://www.city.imari.saga.jp/4399.htm ○ ○ ○ ○

佐賀県 武雄市 こども教育部 学校教育課 0954-23-8010 gakkou@city.takeo.lg.jp https//www.city.takeo.lg.jp/kyouiku/ ○ ○ ○ ○

佐賀県 鹿島市 鹿島市教育委員会教育総務課 0954-63-2103 syomu@city.saga-kashima.lg.jp http://www.city.saga-kashima.lg.jp/ ○ ○ ○ ○

佐賀県 小城市 教育総務課 0952-37-6130 kyouikusoumu@ogi.city.lg.jp https://www.city.ogi.lg.jp/main/82.html ○ ○ ○ ○

佐賀県 嬉野市 嬉野市教育委員会 教育総務課 0954-66-9124 kyouiku@city.ureshino.lg.jp https://www.city.ureshino.lg.jp/edu/_19365/_19369.html ○ ○ ○ ○ ４月に入ってから入学式までに支給を行っている。

佐賀県 神埼市
神埼市教育委員会事務局 学校教
育総務課 0952-44-2296 gakkou-soumu@city.kanzaki.lg.jp http://www.city.kanzaki.saga.jp/ ○ ○ ○ ○

佐賀県 吉野ヶ里町
吉野ヶ里町教育委員会 学校教育
課 0952-37-0339 gakkoukyouiku@town.yoshihogari.lg.jp http://www.town.yoshinogari.saga.jp ○ ○ ○ ○

佐賀県 基山町 基山町教育学習課 0942-92-7980 gakko-4@town.kiyama.lg.jp https://www.town.kiyama.lg.jp/ ○ ○ ○ ○

佐賀県 上峰町 教育課 0952-52-3908 kyouiku@town.kamimine.lg.jp https://www.town.kamimine.lg.jp/ ○ ○

佐賀県 みやき町 学校教育課 0942-89-3052 gakokyouiku@town.miyaki.lg.jp
https://www.town.miyaki.lg.jp/kodomo/_1025/_1102/_2324/_2
325.html ○ ○ ○ ○

佐賀県 玄海町 玄海町教育委員会 教育課 0955-80-0233 kyouiku@town.genkai.lg.jp http://www.town.genkai.lg.jp/ ○ ○

佐賀県 有田町 学校教育課 0955-43-2324 gakko@town.arita.lg.jp http://www.town.arita.lg.jp/main/474.html ○ ○

佐賀県 大町町 教育委員会 0952-82-3177 kyouikuiinkae@town.omachi.saga.jp http://cms.saga-ed.jp/hp/omachi-t/home/homeMain.do ○ ○ ○ ○

佐賀県 江北町 こども教育課 0952-86-5621 bikkie@town.kouhoku.saga.jp
http://www.town.kouhoku.saga.jp/kyuiku2.html#就学援助につ
いて ○ ○ ○ ○

佐賀県 白石町 白石町教育委員会学校教育課 0952-84-7128 kyouiku@town.shiroishi.lg.jp http://www.town.shiroishi.lg.jp/ ○ ○ ○ ○

佐賀県 太良町 学校教育課 0954-67-0317 kyoikuiinkai@town.tara.lg.jp http://www.town.tara.lg.jp ○ ○

 就学援助制度問い合わせ先（広報用）①都道府県 ②市町村名
（１）平成３０年７月時点の貴市区町村の実施状況について（各あてはまるもの１つに○） （２）（１）の補足

（小学校，中学校で内容が異なる場合は分けて記載）

＜中学校＞④
③でアと回答…入学前支給を導入した時期
③でイと回答…導入開始を検討（予定）している時期

＜小学校＞① 実施・検討状況について ＜小学校＞②
①でアと回答…入学前支給を導入した時期
①でイと回答…導入開始を検討（予定）している時期

＜中学校＞③ 実施・検討状況について
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佐賀県 佐賀市

佐賀県 唐津市

佐賀県 鳥栖市

佐賀県 多久市

佐賀県 伊万里市

佐賀県 武雄市

佐賀県 鹿島市

佐賀県 小城市

佐賀県 嬉野市

佐賀県 神埼市

佐賀県 吉野ヶ里町

佐賀県 基山町

佐賀県 上峰町

佐賀県 みやき町

佐賀県 玄海町

佐賀県 有田町

佐賀県 大町町

佐賀県 江北町

佐賀県 白石町

佐賀県 太良町

①都道府県 ②市町村名
（４）カの内容

カ．その他 ア．
８月以
前

イ．
 ９月

ウ．
１０月

エ．
１１月

オ．
１２月

カ．
１月

キ．
２月

ク．
３月

ア．受給者に対
し，支給額の返
還を求める。

イ．返還は求め
ず，転居先の市
町村に対して，
支給済みである
旨を連絡する。

ウ．その他（内
容を７．（９）
に記入してくだ
さい。）

9 7 5 4 1 6 6 0 0 0 0 0 0 1 11 2 1 0 2 3 0 0 12 2 0 0 14

○ ○ ○ 新入学通知書を送付する際に案内を同封。 ○ ○
該当者の住所異動について、入学するまで定期的に確認する
ことが望ましいと考える。

○ ○ ○ ○ ○
返還等の事例は発生していないが、学校との連絡を蜜にし、
毎日学齢簿等で転出入の異動をチェックする。

○ ○ ○ ○ ○ 特になし

○ 新入学児保護者説明会で制度説明 ○ ○ 支給漏れがないように、学校と確認をしている。

○ ○ ○ ○ ○ ○
入学年の１月１日時点で非住民であるなど、入学が確実でな
い者を入学前支給の対象にしない（入学後の支給で対応）。

○ ○ ○ ○ 他市町間で転出入の情報共有を密にはかる。

○ ○ ○ ○
申請の際に、転出した場合は返還が必要なことなど制度の説
明を徹底する。

○
各学校の入学説明会時に保護者に案内を配布及び説明を
行っている。 ○ ○ 転出する児童生徒の把握をすること。

○
認定決定通知書と一緒にその旨を記載し、手続を行ってい
る ○ ○

支給後の回収は困難な場合もある為、転居先の市町村に対し
て支給済である旨の連絡をするのが望ましいと考える。

○ ○ ○ ○

・転出する可能性が少しでもある場合は、申請しないように
促す。
・二重支給や支給漏れを防ぐために、就学援助担当者と学校
事務担当者の二重チェックを行う。

○

○ ○ ○ ○ ○

・他市町との情報共有を行い二重支給を防止する。
・また、担当職員で二重チェックを行うことで、支給漏れ防
止に努める。

○ ○

○ ○

○ ○ ○
１月下旬に学校が開催する新入学生の保護者説明会に出向
き、就学援助制度について説明し、周知を行った。 ○ ○ 転出先の自治体と連絡を取り合って確認する。

○ ○ ○ 各学校の入学説明会時に案内を配布 ○ ○ 支給認定者に対して新入学状況の確認。

○ ○ ○

現時点において、入学前支給後の転居等，入学時に支給対象
外となった事例はないが、準要保護世帯から、支給した援助
費を返還いただくのは難しいと思われるため、前支給市町か
ら新支給市町へ早急に通知するか、新支給市町から前支給市
町へ支給額を支出（戻入）することが望ましいと考える。

○

（９）（８）ウの内容 （１０）（１）①③でアを選択した場合，二重支給や支給漏
れ防止のための望ましい対応

（７）（６）オの内容

ア．自治体
の広報誌や
ＨＰに掲載

イ．就学時
健康診断の
際に案内を
配布

ウ．域内の
幼稚園や保
育所で案内
を配布

（３）①でアを選択した場合
小学校入学前の者に対する周知方法（あてはまるもの全てに○）

（５）（１）①③でアを選択した場合
支給した（する）時期（複数該当する場合は最も早い時期に○）

（６）（１）①③でウを選択した場合
入学前支給実施に向けての課題（複数可）

ケ．
４月初
旬
（入学
式前）

※追加

エ．支給後
の転居など
により，二
重支給や支
給漏れが発
生する恐れ
がある。

オ．その他エ．域内の
小中学校で
案内を配布
（兄弟姉妹
がいる可能
性があるた
め）

オ．民生委
員やスクー
ルソーシャ
ルワーカー
等からの案
内の配布

ア．予算確
保が困難

イ．規則改
正などの内
部手続きに
時間がかか
る。

ウ．認定回
数が増える
などの事務
業務量が増
加する。

（８）（１）①③でアを選択した場合，入学
前支給後の転居等，入学時に支給対象外と
なった際の対応（１つ選択）


